
7 年 6 月 24 日

殿

提出者

                                         　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   

① 事 業 の 種 類

② 事 業 の 規 模

③ 従 業 員 数

④産業廃棄物の一連
の 処 理 の 工 程

様式第二号の八(第八条の四の五関係)

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

佐賀県佐賀市久保田町大字久保田１番地

令和７年４月１日～令和８年３月３１日

(第１面)

産業廃棄物処理計画書

令和

(日本産業規格　Ａ列４番)

155名

別紙のとおり

事 業 場 の 名 称

事 業 場 の 所 在 地

計 画 期 間

王子マテリア株式会社 佐賀工場

14　パルプ・紙・紙加工品製造業

25,575百万円

　

佐賀県佐賀市久保田町大字久保田１番地

王子マテリア株式会社 佐賀工場

電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　 0952-68-3111

                                        (法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

　　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１２条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他
　その処理に関する計画を作成したので、提出します。

住　所

氏　名

　佐賀県知事　

工場長　角屋　勘一郎



t t

t t

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

産業廃棄物の分別に関する事項

・特になし。

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

【目標】

・特になし。
①現状

別紙のとおり 別紙のとおり

（今後実施する予定の取組）

・特になし。

排　　出　　量

②計画

産業廃棄物の種類

別紙のとおり

別紙のとおり

（これまでに実施した取組）

・特になし。

別紙のとおり産業廃棄物の種類

排　　出　　量

②計画

(第２面)

【前年度（令和６年度）実績】

（管理体制図）

別紙のとおり 別紙のとおり

別紙のとおり

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

①現状

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

別紙のとおり



t t

t t

t t

t t

t t

t t

（これまでに実施した取組）

【前年度（令和６年度）実績】

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

別紙のとおり 別紙のとおり

（第３面）

①現状

②計画

別紙のとおり

別紙のとおり 別紙のとおり

別紙のとおり 別紙のとおり

（これまでに実施した取組）

・特になし。

【目標】

産業廃棄物の種類

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

産業廃棄物の種類

別紙のとおり 別紙のとおり

【前年度（令和６年度）実績】

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

①現状

②計画

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

・特になし。

別紙のとおり

自ら再生利用を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

自ら熱回収を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

・特になし。

（今後実施する予定の取組）

別紙のとおり 別紙のとおり

別紙のとおり
自ら中間処理により減量した
産　業　廃　棄　物　の　量

別紙のとおり

別紙のとおり 別紙のとおり

別紙のとおり 別紙のとおり

別紙のとおり 別紙のとおり

【目標】

自ら中間処理により減量する
産　業　廃　棄　物　の　量

（今後実施する予定の取組）

・特になし。



t t

t t

t t

t t

t t

t t

t t

別紙のとおり 別紙のとおり

別紙のとおり 別紙のとおり

・特になし。

（今後実施する予定の取組）

別紙のとおり

【前年度（令和６年度）実績】

（第４面）

①現状

【目標】

【前年度（令和６年度）実績】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行う

産 業 廃 棄 物 の 量

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

・特になし。

②計画

①現状

別紙のとおり 別紙のとおり

別紙のとおり

別紙のとおり 別紙のとおり

別紙のとおり

（これまでに実施した取組）

・優先的に優良認定処理業者への委託（運搬を含む）を検討する。
・埋立処分を行ってる鉱さいの約3割を令和7年1月より再生利用会社へ委
託開始。

産業廃棄物の種類

全 処 理 委 託 量

優良認定処理業者への
処　理　委　託　量

別紙のとおり

再生利用業者への
処　理　委　託　量

認定熱回収業者への
処　理　委　託　量

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処　理　委　託　量

別紙のとおり

別紙のとおり

別紙のとおり

（これまでに実施した取組）

別紙のとおり

別紙のとおり

別紙のとおり

別紙のとおり

別紙のとおり

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項



t t

t t

t t

t t

t t

別紙のとおり 別紙のとおり

別紙のとおり 別紙のとおり

別紙のとおり 別紙のとおり

別紙のとおり 別紙のとおり

②計画

【目標】

（今後実施する予定の取組）

※事務処理欄

・優先的に優良認定処理業者への委託（運搬を含む）を検討する。
・埋立処分を行ってる燃え殻の半数を再生利用会社へ委託を検討する。

別紙のとおり 別紙のとおり

（第５面）

産業廃棄物の種類

別紙のとおり 別紙のとおり全 処 理 委 託 量

優良認定処理業者への
処　理　委　託　量

再生利用業者への
処　理　委　託　量

認定熱回収業者への
処　理　委　託　量

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処　理　委　託　量



　２　当該年度の６月30日までに提出すること。

　３「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。

　６　それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと
　　おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の
　　種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入
　　すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないとき
　　は、「―」を記入すること。

　７　※欄は記入しないこと。

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成
　  工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規
　  模が分かるような前年度の実績を記入すること。

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまでの
　  一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。

　４　「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中
　　間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間
　　処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。

　５　「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量
　　を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行
　　令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収
　　施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ
　　る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者
　　への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

　１　前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。

備考

（第６面）



様式第二号の八(第八条の四の五関係別紙)

391,703.851 t 1,228.320 t 9,336.000 t 563.000 t 19.050 t 5,928.140 t 454.120 t 4.730 t 0.530 t 0.101 t 0.020 t 3.180 t 0.140 t 0.020 t 0.003 t 3.200 t

390,137.036 t 1,223.407 t 9,298.656 t 560.748 t 18.974 t 5,904.427 t 452.304 t 4.711 t 0.528 t 0.101 t 0.020 t 3.167 t 0.139 t 0.020 t 0.003 t 3.187 t

17.900 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 7.940 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t

17.828 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 7.908 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t

344,418.747 t 0.000 t 0.000 t 563.000 t 0.000 t 5,374.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t

388,240.171 t 0.000 t 0.000 t 489.460 t 0.000 t 4,680.300 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t

343,041.072 t 0.000 t 0.000 t 560.748 t 0.000 t 5,352.504 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t

386,687.210 t 0.000 t 0.000 t 487.502 t 0.000 t 4,661.579 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t

水銀温度計(廃プラスチック、金属くず、ガラスくず陶磁器くず等の混合物)

水銀温度計(廃プラスチック、金属くず、ガラスくず陶磁器くず等の混合物)

水銀温度計(廃プラスチック、金属くず、ガラスくず陶磁器くず等の混合物)

水銀温度計(廃プラスチック、金属くず、ガラスくず陶磁器くず等の混合物)

水銀温度計(廃プラスチック、金属くず、ガラスくず陶磁器くず等の混合物)

水銀温度計(廃プラスチック、金属くず、ガラスくず陶磁器くず等の混合物)

ガラスくず・コンクリート・陶磁器くず

ガラスくず・コンクリート・陶磁器くず

ガラスくず・コンクリート・陶磁器くず

ガラスくず・コンクリート・陶磁器くず

ガラスくず・コンクリート・陶磁器くず

ガラスくず・コンクリート・陶磁器くず

廃モニター等(廃プラスチック、金属くず、ガラスくずの混合物)

廃モニター等(廃プラスチック、金属くず、ガラスくずの混合物)

廃モニター等(廃プラスチック、金属くず、ガラスくずの混合物)

廃モニター等(廃プラスチック、金属くず、ガラスくずの混合物)

廃モニター等(廃プラスチック、金属くず、ガラスくずの混合物)

廃モニター等(廃プラスチック、金属くず、ガラスくずの混合物)

【前年度（令和６年度）実績】

燃え殻

【目標】

産業廃棄物の種類

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

①現状

自ら中間処理により減量した

産 業 廃 棄 物 の 量

汚泥 燃え殻

自ら熱回収を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

汚泥

汚泥

自ら中間処理により減量する

産 業 廃 棄 物 の 量

燃え殻

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

①現状

産業廃棄物の種類

排　　出　　量

【目標】

汚泥 燃え殻

②計画

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

（第３面）

蛍光灯（金属くず、ｶﾞﾗｽくず）

木くず

木くず

紙くず 廃油

（第２面）

【前年度（令和６年度）実績】

産業廃棄物の種類

汚泥 燃え殻

排　　出　　量

①現状

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

【目標】

②計画

自ら再生利用を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

燃え殻

【前年度（令和６年度）実績】

産業廃棄物の種類 汚泥

ばいじん

ばいじん

ばいじん

ばいじん

②計画

ばいじん

ばいじん 紙くず 廃油

紙くず 廃油

廃プラスチック類

廃プラスチック類

廃プラスチック類

廃プラスチック類

廃プラスチック類

廃プラスチック類

廃電池類（乾電池）

紙くず 廃油

廃アルカリ

廃アルカリ

金属くず

金属くず

蛍光灯（金属くず、ｶﾞﾗｽくず）

紙くず 廃油

紙くず 廃油

鉱さい

鉱さい

鉱さい

鉱さい

廃アルカリ

鉱さい

鉱さい

廃アルカリ

廃アルカリ

廃アルカリ

金属くず

金属くず

金属くず

金属くず

廃電池類（乾電池）

廃電池類（乾電池）

廃電池類（乾電池）

廃電池類（乾電池）

蛍光灯（金属くず、ｶﾞﾗｽくず）

蛍光灯（金属くず、ｶﾞﾗｽくず）

蛍光灯（金属くず、ｶﾞﾗｽくず） 廃電池類（乾電池）

蛍光灯（金属くず、ｶﾞﾗｽくず）

がれき類

がれき類

がれき類

がれき類

木くず

木くず

木くず

木くず

がれき類

がれき類



様式第二号の八(第八条の四の五関係別紙)

0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t

0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t

3,481.780 t 1,228.320 t 9,336.000 t 73.540 t 11.110 t 1,247.840 t 454.120 t 4.730 t 0.530 t 0.101 t 0.200 t 3.180 t 0.140 t 0.020 t 0.003 t 3.200 t

1,624.260 t 132.100 t 93.000 t 73.540 t 11.110 t 699.870 t 407.150 t 4.730 t 0.530 t 0.101 t 0.200 t 2.770 t 0.000 t 0.000 t 0.003 t 3.200 t

3,481.780 t 1,098.870 t 9,336.000 t 73.540 t 11.110 t 913.340 t 46.970 t 4.730 t 0.530 t 0.000 t 0.200 t 3.180 t 0.140 t 0.020 t 0.003 t 3.200 t

456.010 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 288.140 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t

5.450 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 4.360 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.410 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t

3,467.853 t 1,223.407 t 9,298.656 t 73.246 t 11.066 t 1,242.849 t 452.304 t 4.711 t 0.528 t 0.101 t 0.199 t 3.167 t 0.139 t 0.020 t 0.003 t 3.187 t

1,617.763 t 131.572 t 92.628 t 73.246 t 11.066 t 697.071 t 405.521 t 4.711 t 0.528 t 0.101 t 0.199 t 2.759 t 0.000 t 0.000 t 0.003 t 3.187 t

3,467.853 t 1,094.475 t 9,298.656 t 73.246 t 11.066 t 909.687 t 46.782 t 4.711 t 0.528 t 0.000 t 0.199 t 3.167 t 0.139 t 0.020 t 0.003 t 3.187 t

454.186 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 286.987 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t

5.428 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 4.343 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.408 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t

水銀温度計(廃プラスチック、金属くず、ガラスくず陶磁器くず等の混合物)

水銀温度計(廃プラスチック、金属くず、ガラスくず陶磁器くず等の混合物)

ガラスくず・コンクリート・陶磁器くず

ガラスくず・コンクリート・陶磁器くず

水銀温度計(廃プラスチック、金属くず、ガラスくず陶磁器くず等の混合物)

水銀温度計(廃プラスチック、金属くず、ガラスくず陶磁器くず等の混合物)

廃モニター等(廃プラスチック、金属くず、ガラスくずの混合物)

廃モニター等(廃プラスチック、金属くず、ガラスくずの混合物)

ガラスくず・コンクリート・陶磁器くず

ガラスくず・コンクリート・陶磁器くず

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処　理　委　託　量

【目標】

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処　理　委　託　量

産業廃棄物の種類

全 処 理 委 託 量

認定熱回収業者への
処　理　委　託　量

優良認定処理業者への
処　理　委　託　量

再生利用業者への
処　理　委　託　量

汚泥 燃え殻

汚泥 燃え殻

認定熱回収業者への
処　理　委　託　量

優良認定処理業者への
処　理　委　託　量

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行う

産 業 廃 棄 物 の 量

汚泥

汚泥

全 処 理 委 託 量

再生利用業者への
処　理　委　託　量

【前年度（令和６年度）実績】

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

燃え殻

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

燃え殻

【前年度（令和６年度）実績】

【目標】

産業廃棄物の種類
①現状

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

②計画

（第４・５面）

産業廃棄物の種類

②計画

①現状

ばいじん

ばいじん

ばいじん

ばいじん 紙くず

紙くず 廃油

紙くず 廃油

紙くず 廃油

廃油

廃プラスチック類

廃プラスチック類

廃プラスチック類

廃プラスチック類

がれき類

がれき類

廃電池類（乾電池）

木くず廃電池類（乾電池）鉱さい

鉱さい

廃アルカリ

木くず

蛍光灯（金属くず、ｶﾞﾗｽくず）

蛍光灯（金属くず、ｶﾞﾗｽくず）

廃アルカリ

鉱さい

鉱さい

廃アルカリ

蛍光灯（金属くず、ｶﾞﾗｽくず）

廃電池類（乾電池） 木くず

木くず

がれき類

がれき類

金属くず

廃電池類（乾電池）

廃アルカリ

金属くず

金属くず

金属くず

蛍光灯（金属くず、ｶﾞﾗｽくず）

廃モニター等(廃プラスチック、金属くず、ガラスくずの混合物)

廃モニター等(廃プラスチック、金属くず、ガラスくずの混合物)



令和7年度廃棄物処理フロー 廃棄物の流れおよび社内処理
社外委託処理

発生源 廃棄物

パルパー 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（ﾊﾟﾙﾊﾟｰｽﾃｯﾁ）

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（ﾗｶﾞｰ粕）

汚泥（スクリーン粕）
燃え殻（流動砂）

紙くずと廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸの混合物（ﾊﾟﾙﾊﾟｰ粕）

抄紙機  ３台
紙くずと廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸの混合物（ﾊｲﾄﾞﾗﾊﾟｰｼﾞ粕） 燃え殻（ｷｬｽﾀｰ）

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（NP粕）

排水処理設備 ばいじん

排水溝 汚泥

石炭ボイラ 燃え殻

ばいじん

汚泥

鉱さい

取水 汚泥

汚泥

薬品タンク
（清掃）

廃油

廃アルカリ

各設備 廃プラスチック類

金属くず、ガラスくず（蛍光灯）

金属くず

木くず

廃電池類（乾電池）

ガラスくず・コンクリート・陶磁器くず

廃プラスチック、金属くず、ガラスくずの混合物（廃モニター）

廃プラスチック、金属くず、ガラス陶磁器くず等の混合物（水銀温度計）

がれき類

水銀・金属類・亜鉛原料

破砕施設

製品化

破砕・圧縮・焼却施設

埋立処分（管理型）

圧縮・熱処理 金属原料

セメント原料、製品化、埋立処分（管理型）

脱水施設 セメント原料・堆肥化

製品化

造粒固化施設 セメント原料

破砕施設 水銀・金属類・亜鉛原料

破砕施設 セメント原料

破砕・選別施設

調質施設 製品化

調質施設

埋立処分（管理型）

天日乾燥施設 再生土

油水分離施設 セメント原料

製品化

調質施設

造粒固化 セメント原料

セメント原料

セメント原料

造粒固化施設 セメント原料

土壌改良剤
再生土

大型ﾌﾞﾛｯｸ
建設資材

焼却溶融 覆土剤

製品化

処理・処分

セメント原料

破砕・焼却 埋立処分（管理型）

焼却施設

埋立処分（管理型）

埋立処分（管理型）

破砕施設 大型ﾌﾞﾛｯｸ

混練施設 セメント原料

焼却施設 セメント原料

破砕施設 セメント原料

焼却・破砕施設 セメント原料、建設資材

汚泥 脱水施設



産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項
（第2面関係別紙）

廃棄物管理組織

本社

佐賀工場

協力会社

工場長（廃棄物処理統括責任者）

工場環境委員会

事務部 工務部

廃棄物管理担当

他
工
場

安全衛生管理室

技術管理者

○処理業者、再生利用業者の調査、選定及び管理

○廃棄物管理状況の把握と改善策の検討

環境管理室

廃棄物担当

広域直需部 安全・環境管理部

統括責任者 所属　：　佐賀工場　　　　　職　：　工場長

廃棄物担当
組織名　：　環境管理室　　職　：　室長
組織人数　：　3人

企画管理部 総務人事部 営業本部

廃棄物の発生制御、再生利用、中間処理、適正処理の推進、

廃棄物処理統括責任者
役
割

工場環境委員会

○廃棄物処理に関する検討

・委員長　-　工場長　　・委員　-　部，室長，課長，公害防止管理者
・事務局　-　環境管理室

計画的な廃棄物の管理運営を行う上で必要な事項を検討する。

○廃棄物処理に関する各種事項の決定、承認

○産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物管理票の交付・管理

代表取締役（廃棄物担当役員）

○委託契約書の締結

技術本部

廃棄物担当

○産業廃棄物処理施設の運転・維持管理状況の把握

○社員、協力会社に対する教育・啓発
○その他関係する事項

○監督官庁への各種報告


